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環境に関する市民アンケート調査結果の概要 

 
＜アンケート対象と目的＞ 

アンケートの対象と調査方法とスケジュールを以下に示します。 

アンケートの対象と調査方法及びスケジュール 

対 象 調査方法 スケジュール 

児童生徒 ・本市の全小中学校、高校対
象(小学校 10校、中学校６
校、高校４校) 

 小学５年生、中学２年生、
高校２年生 

（各校１クラスずつ） 
教師 ・本市の全小中高校のクラス

担任 

学校を通じて配布・回収を
行った。 

配布  平成 12 年

回収    同   

11 月 20 日 

12 月 ４日 

市民 ・20 歳以上の市民 2,000 人 
 地区別無作為抽出 

事業所 ・本市の事業所 200 件   
・業種別に抽出 

郵送による配布・回収を行
った。 

回収率向上のため、お礼状
を発送した。 

発送  平成 12 年

回収締め切り 同 

11 月 20 日 

12 月 ４日 

 

 
＜回収数＞ 

アンケートの回収数を以下に示します。 

アンケートの回収数 

回収数 
対  象 

配布数  
備  考 

市 民 2,000 1,086（54.5％） 
９枚は宛先不明 

のため返送 

事業所  200 85（43.1％） 
３名は宛先不明 

のため返送 

児童・生徒  小学校  318 市内全 1 0校       

 中学校  225 市 内 全 ６校       

 高 校  165 市 内 全 ４校       

教  師  小学校  185 市内全 1 0校       

 中学校  104 市 内 全 ６校       

 高 校  94 市 内 全 ４校       

注：（ ）内は回収率を示す。 

 
＜アンケート調査結果の整理方法＞ 

複数回答が可能な質問では、回答割合の基数は不明を含めた回答者数（回収数）とし、

その項目に○をつけた人が全回答者の何％か、という整理方法としました。このため、

各項目の回答割合を合計しても、100％にはならないことがあります。 
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＜アンケート調査結果＞ 

アンケートの調査結果のうち、現在の環境に対する評価、将来の環境に関することや

行動の実態に関することについて、抜き出して示します。 

 

1. 小学校区別回答者の属性について 

市民アンケートの回答者の小学校区別の属性を示します。 

藤里・門弟山・宮田小学校区は、江南市在住年数 20年以上の方の割合が他の小学校区

よりも低くなっています。古知野西・藤里小学校区は 50歳未満の方の割合が高く、全体

的に若い世代の割合が他の小学校区よりも多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アンケート回答者の属性 

（小学校区別在住年数）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

古知野東小学校区

古知野西小学校区

古知野南小学校区

古知野北小学校区

布袋小学校区

布袋北小学校区

宮田小学校区

草井小学校区

藤里小学校区

門弟山小学校区

回答割合

3～5
年

6～9
年

3年
 未満

10～19
年

20～29
年

30年
  以上

（小学校区別年齢構成）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

古知野東小学校区

古知野西小学校区

古知野南小学校区

古知野北小学校区

布袋小学校区

布袋北小学校区

宮田小学校区

草井小学校区

藤里小学校区

門弟山小学校区

回答割合

30歳代 40歳代20歳代 50歳代 60歳代 70歳代
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2. 現在の環境について 

2.1 周辺環境に対する満足度 

■市平均 

周辺の環境に対する満足度を以下に示します。 

全体的に、周辺の環境に対する満足度は低くなっています。 

周辺の環境に対して、日当たりのよさ、静けさなど公害に関することには満足度が高

いのですが、バリアフリー、ごみのポイ捨てや災害対策防止など都市・快適性に関する

こと、生き物や水辺とのふれあいなどのうるおいに関することは満足度が低くなってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7

3.29

3.26

2.84

2.81

2.75

2.63

2.6

2.59

2.52

2.48

2.47

2.33

2.31

2.23

2.11

1.92

1.85

1.77

0 1 2 3 4

日当たりのよさについて

空気のさわやかさについて

樹木や草花とのふれあいに
ついて

まちの緑化について

まち並みの美しさについて

河川などの水辺景観につ
いて

水や水辺とのふれあいについて

歩行者・自転車通行の安全性に
ついて

地震などに対する災害防止対策
について

バリアフリーなど弱者への配慮
について

満足度（得点）

・日当たりのよさについて

・静けさについて

・空気のさわやかさについて

・自然景観について

・樹木や草花とのふれあいについて
 
・ごみ減量・リサイクルの状況について

・まちの緑化について

・買い物、通勤、通学等の公共交通機関
  の便利さについて
・まち並みの美しさについて

・野鳥、昆虫などの生き物とのふれあい
  について
・河川などの水辺景観について
 
・公害の問題について

・水や水辺とのふれあいについて

・歴史的な雰囲気について

・歩行者・自転車通行の安全性について

・環境に関する教育・情報について

・地震などに対する災害防止対策に
  ついて
・ごみのポイ捨てや不法投棄の現状に
  ついて
・バリアフリーなど弱者への配慮に
  ついて

周辺の環境に対する満足度 
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■小学校区別満足度比較 

 

満足度（得点）の市平均を以下に示します。 

各区分の市平均は、公害に関することを除いて 3.00 を下回っており、市民は周辺環境

に対して満足していないことが分かります。なかでも、環境に関する教育・情報に関す

ることは、満足度が 2.11 で、どちらかというと不満を感じています。 

満足度（得点）の市平均 

うるおいに関
すること 

快適性に関す
ること 

公害に関する
こと 

ごみに関する
こと 

環境に関する
教育・情報に
関すること 

全体平均 

2.60 2.29 3.18 2.30 2.11 2.55 

 

 

 

周辺の環境に対する満足度（市民小学校区比較）を以下に示します。 

 

全体的な満足度 
  布袋小学校区は、すべての区分において周辺環境に対する満足度が市平均より
も高くなっています。一方、門弟山・古知野北小学校区は、全ての区分において
周辺環境に対する満足度が市平均よりも低くなっています。 

うるおいに関すること 
  木曽川に面し緑地の多い草井・藤里・宮田小学校区で満足度が高くなっていま
す。一方、市の中心部にある古知野南・門弟山小学校区などは満足度が低くなっ
ています。 

快適性に関すること 
  比較的まとまったまち並みの江南団地がある藤里小学校区や、寺社や史跡が多
く布袋駅のある布袋小学校区の満足度が高くなっています。一方、バス路線のな
い古知野北小学校区や古知野東・草井小学校区などは、満足度が低くなっていま
す。 

公害に関すること 
  公害に関することとしては、木曽川に面している草井・藤里・宮田小学校区や
布袋北小学校区の満足度が高くなっています。一方、門弟山小学校区や工業地域
が入り組んでいる古知野北小学校区などの満足度が低くなっています。 

ごみに関すること 
  ごみに関することとしては、布袋・古知野南・草井小学校区などの満足度が高
くなっています。一方、平均在住年数の短い藤里・宮田小学校区などの満足度が
低くなっています。 

環境教育・情報に関すること 
  環境に関する教育・情報に関することとしては、古知野西・布袋小学校区の満
足度が高くなっています。一方、宮田・布袋北・古知野北小学校区で満足度が低
くなっています。 
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周辺の環境に対する満足度（市民小学校区比較） 

（環境に関する情報について）

100.0

98.0

109.0

100.0

93.0

107.0

92.0

91.0

99.0

100.0

98.0

80 90 100 110 120

市平均

古知野東小学校区

古知野西小学校区

古知野南小学校区

古知野北小学校区

布袋小学校区

布袋北小学校区

宮田小学校区

草井小学校区

藤里小学校区

門弟山小学校区

満足度（相対値）

（ごみに関すること）

100.0

100.5

95.5

104.5

98.0

108.5

103.0

92.5

104.5

91.0

94.5

80 90 100 110 120

市平均

古知野東小学校区

古知野西小学校区

古知野南小学校区

古知野北小学校区

布袋小学校区

布袋北小学校区

宮田小学校区

草井小学校区

藤里小学校区

門弟山小学校区

満足度（相対値）

（公害に関すること）

100.0

101.5

98.3

97.0

94.5

101.0

102.8

102.8

106.3

103.8

93.0

80 90 100 110 120

市平均

古知野東小学校区

古知野西小学校区

古知野南小学校区

古知野北小学校区

布袋小学校区

布袋北小学校区

宮田小学校区

草井小学校区

藤里小学校区

門弟山小学校区

満足度（相対値）

（快適性に関すること）

100.0

95.4

101.9

98.7

92.1

105.7

97.6

99.7

95.6

108.3

96.6

80 90 100 110 120

市平均

古知野東小学校区

古知野西小学校区

古知野南小学校区

古知野北小学校区

布袋小学校区

布袋北小学校区

宮田小学校区

草井小学校区

藤里小学校区

門弟山小学校区

満足度（相対値）

（うるおいに関すること）

100.0

94.4

99.4

92.0

95.4

101.2

94.4

107.8

92.4

108.0

119.4

80 90 100 110 120

市平均

古知野東小学校区

古知野西小学校区

古知野南小学校区

古知野北小学校区

布袋小学校区

布袋北小学校区

宮田小学校区

草井小学校区

藤里小学校区

門弟山小学校区

満足度（相対値）
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42.6

40.0

27.5

16.8

12.9

12.6

6.2

5.7

5.1

4.4

4.1

2.2

2.0

4.8

9.5

0204060
回答割合（％）

（江南市の環境ですぐれていると思うところ）

・ごみの分別・リサイクルが先進的なまちで
　ある。
・公害問題も少なく、安心して住めるまちで
　ある。
・通勤、通学、ショッピングなどの交通の便が
　よく、効率的である。
・多数の文化遺産や言い伝えなどが残されて
　おり、まちに歴史的な雰囲気を感じる。
・鳥や昆虫などとふれあう場所が残されてい
　る。
・公園や街路樹などのみどりが多い。

・山林など多くの自然が残されている。

・川などの水がきれいである。

・気軽に芸術や娯楽に親しめるたのしいまちで
　ある。
・自然・歴史と都市化が共存した美しいまちで
　ある。
・高齢者や障害者にやさしいまちである。

・まちが明るく、清潔である。

・整然として、すっきりしたまち並みである。

・その他

　不明
N=983

8.4

4.2

20.8

6.1

12.1

27.8

16.9

27.8

27.3

8.5

21.4

46.3

1.4

5.4

6.2

0 20 40 60
回答割合（％）

（江南市の環境でよくないと思うところ）

・ごみの分別・リサイクルが不十分で、徹底さ
　れていない。
・公害問題があり、不安である。

・通勤、通学、ショッピングなどの交通の便が
　よくなく、生活効率が悪い。
・文化遺産が残されておらず、歴史的な雰囲気
　を感じない。
・鳥や昆虫などとふれあう場所が少ない。

・公園や街路樹などのみどりが少ない。

・山林などの自然が少ない。

・川などの水が汚れている。

・気軽に芸術や娯楽に親しめる所がなく、まち
　に活気がない。
・自然・歴史と都市化の調和がとれていない。

・高齢者や障害者に対し配慮が足りない。

・まちにごみやペットのふんが見受けられ、マ
　ナーが悪い。
・ビルや大きな建造物が多く、圧迫感がある。

・その他

　不明N=1,019

2.2 江南市の環境ですぐれているところと良くないところ 

環境のすぐれているところと良くないところを次に示します。 

全体的にすぐれているところと良くないところの評価は、図に示すように相関が取れ

ており、回答の多いものは市民から見た本市の環境の特徴を示しているといえます。 

――本市の環境の特徴―― 

「ごみの分別・リサイクルが先進的なまちである」 

「公害問題も少なく、安心して住めるまちである」 

「多数の文化遺産や言い伝えなどが残されており、まちに歴史的な雰囲気を感じる」 

「まちにごみやペットのふんが見受けられ、マナーが悪い」 

「公園や街路樹などの緑が少ない」 

「川などの水が汚れている」 

「気軽に芸術や娯楽に親しめるところがなく、まちに活気がない」 

「高齢者や障害者に対し配慮が足りない」 

 

ただし、「通勤、通学、ショッピングなどの交通の便がよく、効率的である」はすぐ

れているところの上位（27.5％）にありますが、「通勤、通学、ショッピングなどの交

通の便がよくなく、生活効率が悪い」ので良くないところにあげるとする意見（20.8％）

がありました。また、まち並みの整然さ・圧迫感、自然・歴史と都市化の調和について

は、すぐれているところにも良くないところにも回答が少なく、意識されていないと考

えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境のすぐれているところと良くないところ 
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3. 将来の良い環境に重要なこと 

■中学生・高校生・市民との比較 

良い環境に重要なことについて、中学生・高校生・市民の比較を以下に示します。 

良い環境に重要なこととして、市民では「ごみのポイ捨てや不法投棄防止」が最も多

い回答となっています。中学生では「空気のさわやかさ」、高校生では「バリアフリー

など弱者への配慮」が最も多い回答になっています。また、「ごみのポイ捨てや不法投

棄防止」は中学生・高校生については２番目に多い回答になっています。 

中学生では、「空気のさわやかさ」、「まち並みの美しさ」や「鳥や動物などとのふ

れあい」などを重要なことと考えていますが、高校生・市民と年齢が上がるにつれ「バ

リアフリーなどの弱者への配慮」、「歩行者・自転車通行の安全性」などの回答が増え

ており、都市の快適性に関することの重要性が増しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

良い環境に重要なこと（中学生・高校生・市民比較） 

0 20 40 60 80
回答割合（％）

中学生

高校生

市民

１．静けさ

２．空気のさわやかさ

３．日あたりのよさ

４．まち並みの美しさ

５．歴史的・文化的雰囲気

６．自然景観の美しさ

７．河川などの水辺景観の美しさ

８．鳥や動物などとのふれあい

９．樹木や草花とのふれあい

10．水や水辺とのふれあい

11．公害の防止

12．ごみのポイ捨てや不法投棄防止

13．省エネ・リサイクル

14．市街地の緑化

15．地震などに対する災害防止

16．バリアフリーなど弱者への配慮

17．買い物、通勤、通学などの公共交通機関
　　の便利さ
18．歩行者・自転車通行の安全性

19．環境に関する教育

20．有害化学物質による健康への影響の防止

21．その他

不明
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3.86

3.77

3.72

3.65

3.64

3.61

3.56

3.55

3.52

3.32

3.15

3.06

2.85

2.84

2.79

2.69

2.58

2.45

2.44

2.25

0 1 2 3 4 5

資源ゴミの分別収集や資源物回収に協
力している。

新聞・雑誌、缶、ビン類などはリサイ
クルしている。

流し台にネットやストレーナーを置い
ている。

車のエンジンをかけっぱなしにしない。

車の急発進や急加速はしない。

不必要な電気のスイッチは消す。

洗濯の時、洗剤の量に気を配っている。

冷暖房の温度は控えめにする。

発泡スチロール、食品トレーはリサイ
クルしている。

使い捨て製品は買わず、詰め替え可能
な製品を買う。

食用油は使い切るか、廃食用油の収集
指定日に出している。

過剰包装は辞退する。

リサイクルが容易な商品を買う。

エコマーク、グリーンマーク等の環境
にやさしい商品を買う。

汚れた食器類はふき取ってから洗う。

買い物には買い物袋を持参する。

外出時は電車やバスを使う。

フリーマーケットや、リサイクルショッ
プを利用している。

ボカシやコンポスト容器等による生ご
みの堆肥化を行っている。

米のとぎ汁は流さないで再利用する。

実行度（得点）

・資源ごみの分別収集や資源物回
　収に協力している。
・新聞・雑誌、缶、ビン類などは
　リサイクルしている。
・流し台にネットやストレーナー
　を置いている。
・車のエンジンをかけっぱなしに
　しない。
・車の急発進や急加速はしない。

・不必要な電気のスイッチは消す。

・洗濯の時、洗剤の量に気を配っ
　ている。
・冷暖房の温度は控えめにする。

・発泡スチロール、食品トレーは
　リサイクルしている。
・使い捨て製品は買わず、詰め替
　え可能な製品を買う。
・食用油は使い切るか、廃食用油
　の収集指定日に出している。
・過剰包装は辞退する。

・リサイクルが容易な商品を買う。

・エコマーク、グリーンマーク等
　の環境にやさしい商品を買う。
・汚れた食器類はふき取ってから
　洗う。
・買い物には買い物袋を持参する。
 
・外出時は電車やバスを使う。
 
・フリーマーケットや、リサイク
　ルショップを利用している。
・ボカシやコンポスト容器等によ
　る生ごみの堆肥化を行っている。
・米のとぎ汁は流さないで再利用
　する。
 
 

4. 環境に配慮した行動について 

4.1 環境に配慮した行動の実行度 

 

環境に配慮した行動の実行度（市平均）を以下に示します。 

資源ごみの回収などリサイクルへの協力に関する行動は実行度が高くなっています。

一方、実行度が３より低いものを見ると、「リサイクルが容易」、「エコマーク、グリ

ーンマーク」、「買い物の袋持参」など、ものを購入する際に気を付けるものがありま

す。ものを購入する時から様々な環境への配慮が求められることが、理解されにくいよ

うです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境に配慮した行動の実行度（市平均） 
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（ごみの減量・リサイ
  クルに関する行動）

100.0

102.0

102.0

97.6

102.2

101.2

101.6

99.0

91.8

102.8

105.2

80 90 100 110 120

市平均

古知野東小学校区

古知野西小学校区

古知野南小学校区

古知野北小学校区

布袋小学校区

布袋北小学校区

宮田小学校区

草井小学校区

藤里小学校区

門弟山小学校区

実行度（相対値）

（省資源・商品の購入
      に関する行動）

100.0

100.2

104.4

100.0

97.2

101.8

98.8

97.8

95.2

100.8

102.2

80 90 100 110 120

市平均

古知野東小学校区

古知野西小学校区

古知野南小学校区

古知野北小学校区

布袋小学校区

布袋北小学校区

宮田小学校区

草井小学校区

藤里小学校区

門弟山小学校区

実行度（相対値）

（水質汚濁防止･生活排
　　水対策に関する行動）

100.0

101.4

99.6

100.2

100.0

100.2

101.0

96.6

100.6

99.6

101.2

80 90 100 110 120

市平均

古知野東小学校区

古知野西小学校区

古知野南小学校区

古知野北小学校区

布袋小学校区

布袋北小学校区

宮田小学校区

草井小学校区

藤里小学校区

門弟山小学校区

実行度（相対値）

　　（省エネルギーに
                関する行動）

100.0

100.8

99.4

101.2

99.6

101.0

102.8

98.8

97.4

99.0

99.2

80 90 100 110 120

市平均

古知野東小学校区

古知野西小学校区

古知野南小学校区

古知野北小学校区

布袋小学校区

布袋北小学校区

宮田小学校区

草井小学校区

藤里小学校区

門弟山小学校区

実行度（相対値）

■小学校区別実行度比較 

実行度（得点）の市平均を以下に示します。 

質問項目を４つの区分に整理し、それぞれの区分について実行度を出して小学校区ご

とに比較しました。（市平均を 100 とした相対値で示しています） 

なお各区分の市平均は、すべて 3.0以上あり、市民は環境に配慮した行動を、「常に」

ではありませんが実行していることが分かります。 

実行度（得点）の市平均 

省エネルギー
に関すること 

水質汚濁の防
止・生活排水
対策に関する

こと 

省資源・商品
の購入に関す

ること 

ごみの減量・
リサイクルに
関すること 

全体平均 

3.4 3.1 3.0 3.2 3.17 

 

環境に配慮した行動の実行度（小学校区比較）を以下に示します。 

小学校区間で、実行度に大きな差は見られませんでした。しかし宮田・藤里小学校区

は、全体的に実行度が市平均よりも低くなっています。この２つの小学校区は、在住年

数が短い方の割合が高くなっています。 

ごみの減量・リサイクルに関する行動は、藤里小学校区の実行度が著しく低くなって

います。藤里小学校区は江南団地があるため、生ごみの堆肥化を導入しにくい面もあり

ますが、その他のリサイクルに関する行動についても実行度が高くありません。藤里小

学校区は、ごみに関することでは最も満足度が低く、今後は満足度・実行度とも向上す

る方策を検討する必要があります。 

環境に配慮した行動は、啓発・ＰＲが重要ですが、現在の環境教育・情報に関する満

足度は、低くなっていました。環境教育・情報について最も満足度の低い宮田小学校区

は、実行度も全体的に低くなっています。有効な環境教育・情報の伝達方法を検討し、

環境にやさしい行動の実行度を向上させる必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境に配慮した行動の実行度（市民小学校区比較） 
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■児童・生徒の環境に配慮した行動 

環境に配慮した行動（児童・生徒の比較）を以下に示します。 

児童・生徒の行動についても、「している」「するつもりはない」などについて４段

階で得点化し、実行度を算出しました。 

「している（「いつもしている」を含む）」に該当する実行度３以上の行動は、小学

生で８件、中学生で４件、高校生で６件と中学生が最も実行度が低くなっています。 

今回のアンケートでは、ごみのポイ捨てに対する市民の不満が高いことが分かりまし

たが、児童・生徒の行動の「ごみをポイ捨てしないようにする」は、実行度約３で「と

きどき」程度にとどまっています。 

また、買い物袋持参や使い捨て商品を買わないなど、買い物の際に気を付けることに

ついても実行度が低く、ごみ減量化に向けての運動を浸透させる必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境に配慮した行動の実行度（児童・生徒比較） 

0 1 2 3 4 5
実行度（得点）

小学生
中学生
高校生

１．人のいない部屋・教室の電気や、誰も見てい
　　ないテレビは消すようにする。

２．冷暖房は、暖めすぎないよう、冷えすぎない
　　ようにし、なるべく使わないようにする。

３．歯を磨いたり、顔を洗ったりするときは
　　水道の蛇口を止めるようにする。

４．使い捨て商品は買わないようにする。

５．再生品でできた物を買うようにする。

６．買い物には買い物袋をもっていき、不必要な
　　包装は、断るようにする。

７．机をふくときは雑巾を使い、ティッシュペー
　　パーのようなごみになる物は使わないように
　　する。
８．ノートやエンピツなどの文房具は、最後まで
　　使い切るようにする。

９．メモ用紙や計算用紙は、広告の裏紙など
　　を使うようにする。

10．空き缶・空きビンは、リサイクルする。

11．ペットボトルは、リサイクルする。

12．ものは大切に使い、こわれたら修理して使う
　　ようにする。

13．排水口に食べ物のかすや油を捨てないように
　　する。

14．ごみを道ばたなどにポイ捨てしないようにす
　　る。

15．テレビやピアノなどの音を小さくして、近所
　　に迷惑をかけないようにする。
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（高校教師）

25.5

87.2

71.3

40.4

5.3

48.9

12.8

5.3

3.2

6.4

5.3

3.2

4.3

4.3

14.9

0.0

0 20 40 60 80 100
回答割合（％）

N=90

（小学校教師）

68.6

71.9

56.8

11.9

16.2

20.5

26.5

17.3

2.2

93.0
58.9

2.2

57.8
39.5

75.1

0.0

0 20 40 60 80 100
回答割合（％）

N=181

１．ごみや汚水などの環境への負荷となるも
　　のを、できるだけ出さないようにすること
２．ごみを分別すること

３．人がいない部屋は、電気を消すようにする
    こと
４．水や電気などの資源・エネルギーを無駄に
　　使わないこと
５．生き物を大切にすること

６．木や花を植えるようにすること

７．清掃・美化活動に参加すること

８．リサイクル活動に参加すること

９．自分で自然を観察したり自然観察会などの
　  野外活動に参加すること
10．児童・生徒会や地区（地域）活動を通じて、
　　市の環境を守る運動などに参加すること
11．環境に関する本を読むようにすること

12．「環境問題」について家族や友達と話し合
　　うこと
13．テレビ、ステレオ、楽器などの音を必要以上
    に大きくせず、騒音を出さないようにすること
14．その他

15．特に内容を定めて指導していない

不明

（中学校教師）

83.7

43.3

20.2

67.3

56.7

3.8

16.3

9.6

5.8

4.8

4.8

1.9

37.5

77.9

37.5

13.5

0 20 40 60 80 100
回答割合（％）

N=102

4.2 指導している内容について 

教師が指導している内容（小中学校・高校比較）を以下に示します。 

小中学校・高校の教師が、環境に配慮した生活を送るため、児童・生徒に指導してい

ることは、「ごみを分別すること」が最も多くなっています。小学校教師では、「生き

物を大切にすること」、「ごみや汚水などの環境への負荷となるものを、できるだけ出

さないようにすること」、省資源・省エネルギーに関することなどの回答が多いのです

が、中学校・高校へと生徒の年齢が上がるにつれ、回答が少なくなります。他市町から

通学する生徒のいる高校では、地域単位で行われることの多いリサイクル活動への参加

呼びかけは少なくなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

教師が指導している内容（小中学校・高校比較） 
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4.3 事業所が取り組んでいる行動の実行度 

事業所が取り組んでいる省エネ・リサイクルに関する行動の実行度を以下に示します。

省エネ施設の整備に関する行動の実行度は約１で､取り組む予定のある事業所はほとん

どありませんが､ＯＡ機器の省エネ化などには取り組む予定のある事業所があります。 

事業所内で発生したごみの資源化（リサイクル）や、節電に関する行動は実行度が高

くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

省エネ・リサイクルに関する行動の実行度（事業所） 

（省エネ・リサイクルに関する行動）

3.4

3.3

3.2

3.1

3.0

2.9

2.8

2.4

2.4

2.1

1.9

1.3

1.0

3.8

2.9

3.8

3.8

2.9

0 1 2 3 4

１．冷暖房の温度を適正に保ってい
る。

２．電灯のスイッチをこまめに消し
ている。

８．缶類やビン類のリサイクルを
行っている。

10．コピー用紙やトイレットペ-パ-
は再生紙を使用している｡

18．共同輸配送の実施など、輸送の
合理化を行っている。

12．省エネ・リサイクル可能な製品
を製造または販売している。

４．断熱や太陽光の取り入れに工夫
している。

14．車の使用を控え、公共交通機関
を利用するよう指導している。

６．廃熱の利用を促進している。

実行度（得点）

・冷暖房の温度を適正に保っている。

・過剰包装を行わないように努めている。

・電灯のスイッチをこまめに消している。

・新聞やコピー用紙のリサイクルを行って
  いる。
・缶類やビン類のリサイクルを行っている。

・使い捨て製品の使用や購入を抑制してい
  る。
・コピー用紙やトイレットペ-パ-は再生紙
  を使用している｡
・遠距離・大量輸送は鉄道を利用している。

・共同輸配送の実施など、輸送の合理化を
　行っている。
・停車中はエンジンを切るなどのアイドリン
　グストップをするよう指導している。
・省エネ・リサイクル可能な製品を製造
　または販売している。
・ＯＡ機器などは省エネ型のものを使用して
  いる。
・断熱や太陽光の取り入れに工夫している。

・カーエアコンを控えるよう指導している。

・車の使用を控え、公共交通機関を利用
　するよう指導している。
・排出ガス規制適合車や電気自動車などの
　低公害車を導入している。
・廃熱の利用を促進している。

・ソーラーシステムを導入している。
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社員教育・地球環境に関する行動の実行度を以下に示します。雨水浸透桝や雨水利用

施設の整備は、市が補助金を交付しているものの、およそ５年以内にも取り組む予定が

ありません。一方、水質汚濁物質の排出削減、マニフェスト作成やフロンの使用規制な

ど法的規制のある行動は実行度が高くなっています。また、小型焼却炉による焼却や野

焼きの自粛について実行度が 3.3 で、まだ周知されていないようです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

社員教育・地球環境に関する行動の実行度（事業所） 

 

（社員教育・地球環境問題に関する行動）

3.6

3.3

3.2

3.2

3.0

3.0

2.9

2.7

1.9

1.8

1.8

1.7

1.7

1.5

2.1

0 1 2 3 4

１．周辺地域の美化運動に参加している。

２．ボランティア活動に社員を参加させている。

３．愛知県や江南市が行う環境行事に参加している。

４．社内誌、朝礼等により環境問題に関する情報を提供している。

５．社員の環境研修を実施している。

６．小型焼却炉による焼却や野焼きを行わないようにしている。

７．水質汚濁物質の排出削減に努めている。

８．事業所及び周辺の緑化を進めている。

９．堆肥の利用や農薬の削減に努めている。

10．雨水利用や中水※利用を図っている。

11．雨水浸透ますを設置している。

12．マニフェストを作成して廃棄物処理の管理を行っている。

13．二酸化炭素・メタン等の排出抑制を行っている。

14．フロン等の使用抑制を行っている。

15．熱帯雨林材の使用をやめて、代替品を使用するようにしている。

実行度（得点）

・水質汚濁物質の排出削減に努めている。

・小型焼却炉による焼却や野焼きを行わない
　ようにしている。
・堆肥の利用や農薬の削減に努めている。

・事業所及び周辺の緑化を進めている。

・マニフェストを作成して廃棄物処理の管理
　を行っている。
・フロンなどの使用抑制を行っている。

・周辺地域の美化運動に参加している。

・愛知県や江南市が行う環境行事に参加して
　いる。
・社内誌、朝礼などにより環境問題に関する
　情報を提供している。
・熱帯雨林材の使用をやめて、代替品を使用
　するようにしている。
・社員の環境研修を実施している。

・二酸化炭素・メタンなどの排出抑制を行っ
  ている。
・雨水浸透桝を設置している。

・ボランティア活動に社員を参加させてい
　る。
・雨水利用や中水利用を図っている。
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環境基準 

 

環境基準は「人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持されることが望ましい

基準」として環境基本法の規定により定められています。 

 
＜大気質＞ 

大気汚染に係る環境基準は、平成 13年４月の改正により以下に示す９物質について定

められており、工業用地域や車道その他一般公衆が通常生活していない地域、あるいは

場所では適用が除外されています。 

大気質の環境基準 

二 酸 化 硫 黄 二 酸 化 窒 素 一 酸 化 炭 素 

1 時間値の 1 日平均値が 
0.04ppm 以下であり､かつ､１
時間値が 0.1ppm以下であるこ
と。 

1 時間値の 1 日平均値が
0.04ppm から 0.06ppm までの
ゾーン内又はそれ以下である
こと。 

1 時間値の 1 日平均値が 10ppm
以下であり､かつ､1時間値の 8
時間平均値が 20ppm 以下であ
ること。 

 

浮遊粒子状物質 光化学オキシダント ベ ン ゼ ン 

1 時間値の 1 日平均値が 
0.10mg/m３以下であり､かつ､
１時間値が 0.20mg/m３以下で
あること。 

1 時間値が 0.06ppm 以下であ
ること｡ 

1 年平均値が 0.003mg/m3 以下
であること｡ 

 

トリクロロエチレン テトラクロロエチレン ジクロロメタン 

1 年平均値が 0.2mg/m3以下で
あること｡ 

1 年平均値が 0.2mg/m3以下で
あること｡ 

1 年平均値が 0.15mg/m3以下であ
ること。 

出典：「大気の汚染に係る環境基準について」（昭和 48.5.8 環境庁告示） 
   「二酸化窒素に係る環境基準について」（昭和 53.7.11 環境庁告示） 
   「ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準について」（平成９.２.４ 環境庁告示） 
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＜水質＞ 

水質汚濁に係る環境基準は、公共用水域（河川、湖沼及び海域など）について定めた

もので、「人の健康の保護に関する環境基準」及び「生活環境の保全に関する環境基準」

からなっています。 

平成 11年２月の改正により、「人の健康の保護に関する環境基準」に硝酸性窒素及び

亜硝酸性窒素、フッ素、ホウ素の３項目が追加されました。 

また、地下水においては、「人の健康の保護に関する環境基準」と同様の環境基準が

「地下水の水質汚濁に係る環境基準」として定められています。 

 

人の健康の保護に関する環境基準 及び 

    地下水の水質の汚濁に係る環境基準 

項   目 基  準  値 

カ ド ミ ウ ム 0.01  mg/L 以下 

全 シ ア ン 検出されないこと 

鉛 0.01  mg/L 以下 

ク ロ ム（６価） 0.05  mg/L 以下 

ヒ     素 0.01  mg/L 以下 

総  水  銀 0.0005mg/L 以下 

アルキル水銀 検出されないこと 

Ｐ  Ｃ  Ｂ 検出されないこと 

ジクロロメタン 0.02  mg/L 以下 

四 塩 化 炭 素 0.002 mg/L 以下 

1,2-ジクロロエタン 0.004 mg/L 以下 

1,1-ジクロロエチレン 0.02  mg/L 以下 

シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04  mg/L 以下 

1,1,1-トリクロロエタン 1     mg/L 以下 

1,1,2-トリクロロエタン 0.006 mg/L 以下 

トリクロロエチレン 0.03  mg/L 以下 

テトラクロロエチレン 0.01  mg/L 以下 

1,3-ジクロロプロペン 0.002 mg/L 以下 

チ ウ ラ ム 0.006 mg/L 以下 

シ マ ジ ン 0.003 mg/L 以下 

チオベンカルブ 0.02  mg/L 以下 

ベ ン ゼ ン 0.01  mg/L 以下 

セ  レ  ン 0.01  mg/L 以下 

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10    mg/L 以下 

フッ素 0.8   mg/L 以下 

ホウ素 1     mg/L 以下 
出典：「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和 46.12.28 環境庁告示） 
   「地下水の水質汚濁に係る環境基準」（平成９.３.13環境庁告示） 
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生活環境の保全に関する環境基準（河川） 

    河 川（湖沼を除く） 

基        準        値   項目 

 

 

類型  

利用目的の適応性 水素イオン
濃   度 

（ｐＨ） 

生物化学的 

酸素要求量 

（ＢＯＤ） 

浮遊物質量 

（ＳＳ） 

溶存酸素量 

（ＤＯ） 
大腸菌群数 

 ＡＡ 
水道１級・自然環境
保全及びＡ以下の欄
に掲げるもの 

 6.5 以上 

 8.5 以下 

  1 mg/L 

    以下 

  25 mg/L 

    以下 

 7.5 mg/L 

    以上 

 50 MPN 

 /100ml 以下 

  Ａ 
水道２級 ・水産１
級・水浴及びＢ以下
の欄に掲げるもの 

 6.5 以上 

 8.5 以下 

  2 mg/L 

    以下  

  25 mg/L 

    以下 

 7.5 mg/L 

    以上 

 1,000 MPN 

 /100ml 以下 

  Ｂ 

水道３級・水産２級 

及びＣ以下の欄に 

掲げるもの 

 6.5 以上 

 8.5 以下 

  3 mg/L 

    以下 

  25 mg/L 

    以下 

  5 mg/L 

    以上 

 5,000 MPN 

 /100ml 以下 

  Ｃ 
水産３級・工業用水
１級及びＤ以下の欄
に掲げるもの 

 6.5 以上 

 8.5 以下 

  5 mg/L 

    以下 

  50 mg/L 

    以下 

  5 mg/L 

    以上 
    － 

  Ｄ 
工業用水２級・農業
用水及びＥの欄に掲
げるもの 

 6.0 以上 

 8.5 以下 

  8 mg/L 

    以下 

 100 mg/L 

    以下 

  2 mg/L 

    以上 
    － 

   Ｅ 
工業用水３級 

環境保全 

 6.0 以上 

 8.5 以下 

 10 mg/L 

    以下 

ごみ等の浮遊
が認められな
いこと 

  2 mg/L 

    以上 
    － 

（注） 
 １ 自然環境保全：自然探勝等の環境保全 
 ２ 水 道 １級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの 
    〃  ２級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの 
    〃  ３級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの 
 ３ 水 産 １級：ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産２級及び水産３級の水産生物用 
    〃  ２級：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産３級の水産生物用 
    〃  ３級：コイ、フナ等、β－中腐水性水域の水産生物用 
 ４ 工業用水１級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの 
    〃  ２級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの 
    〃  ３級：特殊の浄水操作を行うもの 
 ５ 環境保全 ：国民の日常生活（沿岸の遊歩道を含む。）において不快感を生じない限度 
 出典：「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和 46.12.28 環境庁告示） 
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＜土壌汚染＞ 

土壌の汚染については、「農用地の土壌の汚染防止等に関する法律」により、農用地

における調査、対策などが行われてきましたが、平成３年度の環境庁告示により、「環

境基本法」に基づく土壌の汚染に係る環境基準が設定され、市街地も含めた全ての土壌

環境の保全の取り組みがなされることとなりました。 

土壌の汚染に係る環境基準 

項       目 基       準       値 

カドミウム 検液 1Lにつき 0.01mg 以下であり、かつ、農用地にお
いては、米 1kg について 1mg 未満であること。 

全シアン 検液中に検出されないこと。 

有機燐 検液中に検出されないこと。 

鉛 検液 1L につき 0.01mg 以下であること。 

六価クロム 検液 1L につき 0.05mg 以下であること。 

砒 素 検液 1Lにつき 0.01mg 以下であり、かつ、農用地（田
に限る。）においては、土壌 1kg につき 15mg 未満で
あること。 

総水銀 検液 1L につき 0.0005mg 以下であること。 

アルキル水銀 検液中に検出されないこと。 

ＰＣＢ 検液中に検出されないこと。 

銅 農用地（田に限る。）において、土壌 1kgにつき 125mg
未満であること。 

ジクロロメタン 検液 1L につき 0.02mg 以下であること。 

四塩化炭素 検液 1L につき 0.002mg 以下であること。 

1,2-ジクロロエタン 検液 1L につき 0.004mg 以下であること。 

1,1-ジクロロエチレン 検液 1L につき 0.02mg 以下であること。 

シス-1,2-ジクロロエチレン 検液 1L につき 0.04mg 以下であること。 

1,1,1-トリクロロエタン 検液 1L につき 1mg 以下であること。 

1,1,2-トリクロロエタン 検液 1L につき 0.006mg 以下であること。 

トリクロロエチレン 検液 1L につき 0.03mg 以下であること。 

テトラクロロエチレン 検液 1L につき 0.01mg 以下であること。 

1,3-ジクロロプロペン 検液 1L につき 0.002mg 以下であること。 

チウラム 検液 1L につき 0.006mg 以下であること。 

シマジン 検液 1L につき 0.003mg 以下であること。 

チオベンカルブ 検液 1L につき 0.02mg 以下であること。 

ベンゼン 検液 1L につき 0.01mg 以下であること。 

セレン 検液 1L につき 0.01mg 以下であること。 

ふっ素 検液 1L につき 0.8mg 以下であること。 

ほう素 検液 1L につき 1mg 以下であること。 

出典：「土壌の汚染に係る環境基準について」（平成３.８.23 環境庁告示） 

 



江南市環境基本計画 

資料編 

 - 118 -

＜騒音＞ 

騒音に係る環境基準は、平成 11 年４月１日より、従来の L50（中央値）評価から Leq（等価騒

音レベル）評価に変更されました。 

騒音の環境基準 

 
道路に面する地域以外の地域 

道路に面する地域 特 例 

地域の区分 

及び類型 
ＡＡ Ａ及びＢ Ｃ 

Ａ地域のうち
２車線以上の
車線を有する
道路に面する
地域 

Ｂ地域のうち
２車線以上の
車線を有する
道路に面する
地域及びＣ地
域のうち車線
を有する道路
に面する地域 

幹線交通を担
う道路に近接
する空間 

昼 間 50 dB 以下 55 dB 以下 60 dB 以下 60 dB 以下 65 dB 以下 
70 dB 以下 

*45 dB 以下 
基 

準 

値 夜 間 40 dB 以下 45 dB 以下 50 dB 以下 55 dB 以下 60 dB 以下 
65 dB 以下 

*40 dB 以下 
備 考 
 １ 地域の類型（愛知県） 
       ＡＡ：療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域など特に静穏を要する地域（該当なし） 
        Ａ ：専ら住居の用に供される地域（第１種低層住居専用地域、第２種低層住居専用地域、第１種中高層住居 
       専用地域及び第２種中高層住居専用地域） 
        Ｂ ：主として住居の用に供される地域（第１種住居地域、第２種住居地域、準住居地域及び都市計画区域で 
       用途地域の定められていない地域） 
        Ｃ ：相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域（近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工 
       業地域） 
 ２ 時間の区分 
        昼間：午前６時から午後 10 時まで 
        夜間：午後 10 時から翌日の午前６時まで 
 ３ ＊は屋内へ透過する騒音に係る基準（個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生 
   活が営まれていると認められるときは、この基準によることができる。） 
 ４ この環境基準は、航空機騒音、鉄道騒音及び建設作業騒音には適用しない。 

出典：「騒音に係る環境基準について」（平成 10.9.30 環境庁告示）                
   「騒音に係る環境基準の地域の類型」（平成 11.3.26 愛知県告示） 

 

 

航空機騒音に係る環境基準について 

地域の類型 基準値（単位 ＷＥＣＰＮＬ） 

I 70 以下 

II 75 以下 

（注） I をあてはめる地域は専ら住居の用に供される地域とし、II をあてはめる 

    地域は I 以外の地域であって通常の生活を保全する必要がある地域とする。 

出典：「航空機騒音に係る環境基準について」（昭和 48.12.27 環境庁告示第 154号） 

   （改正 平５環告 91） 
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＜ダイオキシン類＞ 

「ダイオキシン類対策特別措置法」に基づき、人の健康を保護する上で維持することが望まし

い基準としてダイオキシン類の環境基準が定められています。 

 

ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染に係る環境基準 

媒体 環境基準 備    考 

大   気 0.6pg-TEQ／m3以下 
大気の汚染に係る環境基準は、工業専用地域、車道その
他一般公衆が通常生活していない地域又は場所につい
ては適用しない。 

水   質 １pg-TEQ／Ｌ 以下 
水質の汚濁に係る環境基準は、公共用水域及び地下水に
ついて適用する。 

土   壌 1,000pg-TEQ／ｇ以下 
土壌の汚染に係る環境基準は、廃棄物の埋立地その他の
場所であって、外部から適切に区別されている施設に係
る土壌については適用しない。 

備 考 

１ 基準値は、2,3,7,8－四塩化ジベンゾ－パラ－ジオキシンの毒性に換算した値とする。 

２ 大気及び水質の基準値は、年間平均値とする。 

３ 土壌にあっては、環境基準が達成されている場合であって、土壌中のダイオキシン類の量が 250pg-TEQ／ｇ以上の場合 

  には、必要な調査を実施することとする。 

出典：「ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染に係る環境基準」 

   （平成 11.12.27 環境庁告示第 68 号）  
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用語集 

【あ行】 
ISO14000 シリーズ 
 国際標準化機構（ISO）が作成を進めている「環境
に配慮した企業活動の進め方の基準」に関する一連の
規格（国際規格）のこと。このうち、ISO14001 は、
組織が環境マネジメントシステムに適合しているこ
とを表明する場合に用いられる規格で、事業者は、審
査機関に申請して合格すると、規格適合の認証を取得
できる。有効期限は３年で、更新することができる。 
 これは企業だけにとどまらず、あらゆる組織、団体
を対象にした規格であり、地方自治体などの行政にお
いても取得する動きがある。 
 
 
アイドリング 
 自動車を停止させたまま、エンジンを回転させたま
まにすること。不必要なアイドリングを抑えることで
地球温暖化の原因となる二酸化炭素の発生を抑制で
きる。 
 
 
アジェンダ 21 
 「アジェンダ」とは取り組むべき課題のことで、ア
ジェンダ 21 は、各国政府及び各国際機関が 21 世紀に
向け持続可能な開発を実現するために、実行すべき行
動計画。アジェンダ 21 の内容をフォローするために、
平成９年（1997 年）６月「アジェンダ 21」の実施状
況の全般的なレビューと評価のための国連特別総会」
が開催され、実施状況の全般にわたる審査と評価がな
され、アジェンダ 21 の一層の実施のための計画が採
択されている。 
 
 
硫黄酸化物 
 石油や石炭などの化石燃料の燃焼により発生する
二酸化硫黄(SO２)、三酸化硫黄(SO３)、硫酸ミストな
どの総称。二酸化硫黄(SO２)は呼吸器系への悪影響が
あり、四日市喘息などの原因となった。また、酸性雨
の原因のひとつになっている。 
 
 
エコマーク 
 「私たちの手で地球を守ろう」という気持ちを表し
た環境保全に役立つと認められる商品につけられる
シンボルマーク。（財）日本環境協会が認定を行って
いる。 
 
 
オープンスペース 
 広々とした空間のこと。公園・広場など、建物によ
って覆われていない土地の総称。市街地では休息の場
所や防災上の避難場所として確保されることがある。 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
オゾン 
 放電、紫外線の照射などにより生じる臭気のある気
体である。酸化力が強く、光化学スモッグの原因物質
である。 
 人体への影響は、高濃度の時には気管支を剌激し、
二酸化窒素の場合に似た毒性肺水腫をおこすおそれ
がある。 
 
 
オゾン層 
 オゾンを高濃度に含んでいる地表から 20～25km の
下部成層圏にある層。オゾン層は太陽光に含まれる紫
外線波長領域のなかで、生物にとって有害な波長領域
を吸収する働きをしている。 
 近年、大気中に放出されたフロンやハロンなどのオ
ゾン層破壊物質が下部成層圏で波長 200～220nm の太
陽紫外線を受けて分解し、放出された塩素原子がオゾ
ン分子と反応してオゾンを減少させている。特に極地
上空のオゾンの濃度が希薄化し、いわゆるオゾンホー
ルが出現している。 
 
 
温室効果ガス 
 太陽から受ける日射エネルギーは、地表面に吸収さ
れて地表を暖め、暖められた地表からは大気中に熱エ
ネルギー（赤外線）が放出される。その赤外線が大気
中に存在する特定の微量気体にいったん吸収される
ことにより、大気の温度が上昇する。このような作用
をする大気中の微量気体を総称して温室効果ガスと
呼ぶもので、二酸化炭素、メタン、亜酸化窒素などが
ある。 
 
 
【か行】 
合併処理浄化槽 
 し尿と合わせて、台所や風呂などからの生活雑排水
も一緒に処理することのできる浄化槽。し尿だけを処
理する単独処理浄化槽に比べ、環境への BOD 負荷の排
出は約 1/8 に抑えられる。 
 
 
家電リサイクル法 
 この法律は、特定家庭用機器廃棄物の効果的なリサ
イクルと廃棄物の減量化を図ることを目的としてい
る。 
 家庭から排出される特定家庭用機器廃棄物のリサ
イクルシステムを確立するため、消費者が収集・運搬
及び再商品化などの料金を負担し、小売業者は消費者
から引き取り、製造業者などへ引き渡す義務を負い、
製造業者などは再商品化など（リサイクル）する義務
を果たすことを基本とし、このシステムの整備を進め
るものである。現在、エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗
濯機の４製品が対象となっている。 
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環境汚染物質排出・移動登録（PRTR） 
 工場、事業場が化学物質の環境への排出量や廃棄物
としての移動量を自ら把握し、その結果を行政に報告
し、行政が何らかの形で公表するもの。化学物質の排
出及び移動量の登録を通じて、環境リスクを管理する
ものである。 
 
 
環境家計簿 
 日々の生活において環境に負荷を与える行動や環
境に良い影響を与える行動を記録し、必要に応じて点
数化したり、収支決算のように一定期間の集計を行っ
たりするもの。家計簿で金銭に係わる家庭の活動を把
握し記録するのと同じように、「環境家計簿」によっ
て、金銭では表わせないものも含め、環境に係わる家
庭の活動を把握しようとするものである。自らの生活
を点検し、環境との関わりを再確認するための有効な
試みである。 
 
 
環境基準 
 環境基本法第 16 条第１項の規定に基づき「人の健
康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持される
ことが望ましい基準」として政府が定める環境保全行
政上の目標をいう。 
 現在、環境基準は、大気汚染、水質汚濁、騒音、土
壌汚染及び地下水について定められている。 
 
 
環境基本法 
 公害対策基本法にかわって、平成５年 (1993 年)11
月に新たに制定された環境に関する最上位法。今日の
環境問題に適切に対処していくためには、社会経済活
動やライフスタイルを見直し、多様な手法を活用する
ことが必要である。環境基本法は、こうした観点から
環境政策を進めるための新たな枠組みとなるもので
ある。また、国の環境基本計画を策定することが定め
られている。 
 
 
環境と開発に関するリオ宣言 
 地球サミットで発表された宣言。各国は国連憲章な
どの原則に則り、自らの環境及び開発政策により自ら
の資源を開発する主権的権利を有し、自国の活動が他
国の環境汚染をもたらさないよう確保する責任を負
うなど 27 項目にわたる原則によって構成されている。 
 
 
環境への負荷 
 人の活動により環境に加えられる影響のことであ
り、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるも
のとして、「環境基本法」に定義されている。 
 
 
環境ホルモン 
 外因性内分泌かく乱化学物質のことで、動物の生体
内に取り込まれた場合に、本来、その生体内で営まれ
ている正常なホルモン作用に影響を与える外因性の
物質。 
 
 
 

環境マネジメントシステム 
 企業などの組織において、組織の活動や製品を通じ
て環境に与える負荷をできるだけ減らすため、環境保
全に向けた目標及び方針に基づき、その取り組みを計
画的に実行、管理するためのシステムのこと。環境管
理システムともいわれる。ISO 14000 シリーズは、企
業などの組織が環境マネジメントを行うときの組織
内システムのあり方を定めた国際規格である。 
 
 
環境リスク 
 化学物質などによる環境汚染が、人の健康や生態系
に好ましくない影響を与えるおそれ（可能性）を示す。
リスクは、「発生の不確かさ」と「影響の大きさ」で
評価される。 
 
 
気候変動枠組条約 
 地球の気候系に対し危険な人為的干渉を及ぼすこ
とにならない水準において大気中の温室効果ガスの
濃度を安定化させることを究極的な目的とした条約。
平成３年（1991 年）２月から政府間交渉会議が開か
れ、平成４年（1992 年）５月９日に採択された。我
が国は平成４年（1992 年）６月 13 日に署名、平成５
年（1993 年）５月 28 日に受託書を国連事務総長に寄
託した。全体が 26 カ条で構成される。平成５年（1993
年）12 月に締約国が 50 カ国に達し、平成６年（1994
年）３月に発効した。 
 
 
京都議定書 
 平成９年（1997 年）12 月に京都で開催された気候
変動枠組条約第３回締約国会議（COP3）において採択
されたもので、先進各国の温室効果ガスの排出量につ
いての法的拘束力のある数値目標が決定されるとと
もに、排出量取引、共同実施、クリーン開発メカニズ
ムなどの新たな仕組みが合意された。 
 
 
近隣騒音 
 家庭のピアノ、クーラーからの音、ペットの鳴き声
などの生活騒音、飲食店営業などの営業騒音、商業宣
伝放送の拡声器騒音などのこと。 
 
 
クリーンエネルギー 
 環境への影響がより少ないエネルギーのこと。太陽
エネルギー、風力エネルギーなどの自然エネルギーや、
電力、LNG（液化天然ガス）などの二次エネルギーが
あげられる。 
 
 
グリーン購入法 
 この法律は、環境への負荷の少ない持続的発展が可
能な社会の構築を図るため、国などの機関にグリーン
購入の取組を義務づけるとともに、地方公共団体、事
業者、国民にもグリーン購入に努めるべきことを定め、
また、事業者、民間団体、国が環境物品に関する適切
な情報提供を進めることを定めている。 
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グリーンバンク 
 不要となった樹木を市が引き取り、公共施設への植
栽などに活用する制度。 
 
 
グリーンマーク 
 古紙を再生利用した紙製品につけられるマーク。
（財）古紙再生促進センターが認定を行う。 
 
 
建設リサイクル法 
 副産物のリサイクルを進めることを目的とした法
律。 
 建築物などによる分別解体など及び再資源化など
の義務づけ、分別解体など及び再資源化などの実施を
確保するための措置、解体工事事業者の登録制度の創
設、再資源化及び再生資材の利用促進のための措置な
どを定めている。 
 
 
光化学オキシダント 
 大気中のオゾン、パーオキシアセチルナイトレート
(PAN)などの酸化力の強い物質の総称。大気中の窒素
酸化物、炭化水素などが強い日射を受け光化学反応を
起こし、生じたもの。人体への影響は、高濃度の時に
は眼を刺激し、呼吸器、そのほかの臓器に影響を及ぼ
すといわれている。また、オキシダントが原因でおこ
る光化学スモッグは、日差しの強い春～夏季に多く発
生し、人の目やのどを刺激することがある。 
 
 
コジェネレーションシステム 
 燃料の燃焼により発生する高温の熱を利用して発
電を行うと同時に、その廃熱を利用して温水や蒸気を
発生させ、給湯や冷暖房など低温で間に合う用途に利
用するシステム。このシステムは電力需要と熱需要が
適切に組み合わされた場合は、総合エネルギー効率が
70～80％まで向上する。 
 
 
こどもエコクラブ 
 子ども達が地域において主体的に環境学習及び環
境保全活動に取り組み、将来にわたる環境保全への高
い意識を熟成することを支援するため、環境庁が平成
７年 (1995 年)から募集し、発足したクラブ。各クラ
ブは小中学生数人から 20 人程度で構成される。本市
では、環境課でこのクラブの登録を行っている。 
 
 
【さ行】 
産業廃棄物 
 工場、事業場における事業活動などにより生じる廃
棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、
廃プラスチック類などの 19 種類を指す。排出する事
業者は、自らの責任で適切に処理する義務がある。 
 
 
酸性雨 
 通常、雨水には大気中の二酸化炭素が溶け込んでお
り、清浄な雨水でも pH は 5.6 程度となっている。こ
のため、一般には pH5.6 より低い雨を酸性雨という。 
 酸性雨の原因は、硫黄酸化物や窒素酸化物などの大

気汚染物質といわれている。これらの主な発生源は、
工場や自動車などの人為的なものであるが、火山の噴
煙のように自然現象によるものもある。欧米では、湖
沼や森林などの生態系への被害も発生している。 
 
 
COD（化学的酸素要求量） 
 Chemical Oxygen Demand の略。海域や湖沼におけ
る主として有機物による水の汚れ度合いを示す指標
で、水中の汚濁物質を酸化剤（過マンガン酸カリウム）
で化学的に酸化するときに消費される酸素量を mg/L
で表したもの。値が高いほど、汚濁が進んでいること
を意味する。 
 
 
資源有効利用促進法 
 「再生資源利用促進法」に、企業が回収した製品な
どを再利用するリサイクル対策強化と、廃棄物の発生
を抑制するリデュース、製品や部品などを再使用する
リユースの「３Ｒ」が新たに導入され成立した。使用
後の廃棄量が多い製品について、省資源・長寿命化の
設計・製造、修理体制の充実などを事業者に義務づけ、
部品などの再使用が容易な製品設計・製造、使用済み
製品から取り出した部品の再使用なども定めている。
また、スラグ、汚泥などを削減するため、事業者が副
産物の利用を促進し、計画的にリサイクルを行なうよ
う義務づけた。 
 
 
持続可能な開発 
 「持続可能な開発」の概念は、国連の「環境と開発
に関する世界委員会」が昭和 62 年（1987 年）４月に
発行した報告書に盛り込まれ、世界的に注目を浴びた
概念である。この報告書によると、「持続可能な開発
とは、将来の世代の欲求を満たしつつ、現在の世代の
欲求も満足させるような開発」と定義している。また、
平成４年（1992 年）に国際自然保護連合（IUCN）、
国連環境計画（UNEP）、世界自然保護基金（WWF）が
共同で作成した「新・世界環境保全戦略」では「持続
可能な成長というのは矛盾した用語であって、自然界
では無限に成長できるものではない」と指摘した上で
「持続可能な開発」とは、「人々の生活の質的改善を、
その生活支持基盤となっている各生態系の収容能力
限界内で生活しつつ達成すること」と定義している。  
 
 
循環型社会 
 環境への負荷の低減を図るために、資源やエネルギ
ーのリサイクル、リユースに配慮したシステムを有す
る社会のこと。我が国では、循環型社会の形成を推進
する基本的な枠組みとなる循環型社会形成推進基本
法が平成 12 年６月に制定された。 
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食品リサイクル法 
 食品製造業などから排出される食品廃棄物の発生
抑制と減量化を行ない、飼肥料などの原材料としての
利用を進めることを目的とする法律。再生利用や発生
抑制、減量化の目標・方策などの基本方針に従い、製
造、流通、外食などの食品関連事業者が基準に従い再
生利用などに取り組む仕組み。食品廃棄物を飼肥料化
する事業者の登録制度創設などによる再生利用促進
も盛り込まれている。 
 
 
親水 
 水遊び、釣り、湖畔の散歩など日常生活や観光、レ
クリエーションを通じて、湖沼、池、河川などの水辺
に近づき、身近に親しむこと。 
 
 

水源涵養
かんよう

機能 
 森林が有している機能のひとつで、地表を流れる河
川の水や地下水が枯渇しないように補給する働き、能
力のこと。樹木、落ち葉及び森林土壌の働きにより、
降水を効果的に地下に浸透させ、長期にわたり貯留、
流下させることができ、洪水調節、渇水緩和など河川
流量の平準化、地下水の維持などができる。 
 
 
生態系 
 生物（植物、動物、微生物）とこれらを取り巻く非
生物的要素（土壌、水、鉱物、空気など）とが物質循
環やエネルギーの流れを通じて相互に作用し、ひとつ
の機能的な単位を成している複合体をいう。 
 
 
【た行】 
ダイオキシン類 
 平成 11 年 (1999 年)７月に公布されたダイオキシ
ン類対策特別措置法において、ポリ塩化ジベンゾフラ
ン、ポリ塩化ジベンゾ－パラ－ジオキシン、コプラナ
ーポリ塩化ビフェニルと規定された。ごみの焼却など
により非意図的に発生する。 
 ダイオキシン類の毒性は、一般毒性、発がん性、生
殖毒性、免疫毒性など多岐にわたっている。 
 
 
地球温暖化対策の推進に関する法律 
 平成 10 年 (1998 年)10 月に公布された法律。 
 この法律は、平成９年 (1997 年)12 月の「気候変動
枠組条約第３回締約国会議（温暖化防止京都会議）」
で決まった議定書において、日本に温室効果ガスの排
出量を 2008 年(平成 20 年)～2012 年(平成 24 年)の間
に 1990 年(平成２年)レベルよりも６％削減すること
が義務づけられたのを踏まえ、国や自治体に削減の実
行計画の策定、公表を義務づけ、地球温暖化対策の推
進を図るものである。 
 そのなかで、国の責務として、温室効果ガス排出を
抑制するため、自治体や国民の取り組み内容を示す基
本方針を策定するとともに、自らの排出を抑制するた
めの実行計画を策定し、実施状況を公表することとし
ている。都道府県や市町村も、国と同様、実行計画を
策定、公表するとしており、また国民の責務として日
常生活における温室効果ガスの削減を掲げ、これまで

基本的には排出自由であった温暖化ガスの抑制、削減
に努めることとしている。 
 
 
地球サミット（国連環境開発会議） 
 昭和 47 年（1972 年）６月ストックホルムで採択さ
れた国連人間環境会議の 20 周年にあたる平成４年
（1992 年）６月 13 日に、ブラジルのリオ・デ・ジャ
ネイロで開催された環境と開発に関する会議。この会
議には約 180 カ国が参加し、100 カ国余りの元首、首
脳が自ら出席するなど、史上かつてないほどハイレベ
ルかつ大規模な会議となった。この会議では、気候変
動枠組み条約と生物多様性条約の署名が開始される
とともに、環境と開発に関するリオ宣言、アジェンダ
21 及び森林基本原則声明などの文書も合意された。 
 
 
窒素酸化物 
 窒素と酸素の化合物の総称で、燃料その他の物質の
燃焼にともなって発生する。大気中には多くの種類が
存在するが、主に一酸化窒素(NO)と二酸化窒素が
(NO2)が大気汚染に関係している。窒素酸化物は人の
呼吸器に影響を与えるだけでなく、光化学スモッグや
酸性雨の原因の一物質でもある。 
 
 
中水 
 水洗トイレ、冷却、冷房、散水などの用途向けに、
雑排水や工業用水の処理水などを利用するもので、水
質が水道水より低い水のこと。 
 
 
低公害車 
 従来に比べて、窒素酸化物、二酸化炭素といった大
気汚染物質の排出や騒音の発生が少ない自動車のこ
と。電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、
ハイブリッド自動車や、低燃費かつ低排出ガス認定車
があげられる。 
 
 
透水性舗装 
 道路や地表の舗装面上に降った雨水を、隙間が多い
舗装材の特質を利用して地中に浸透させる舗装工法
(舗装帯の貯留と路床の浸透能力によって、雨水を地
中へ浸透）。主に都市部の歩道などに使用される例が

多く、地下水の保全・涵養
かんよう

、街路樹の育成及び雨水流
出抑制などの効果がある。 
 
 
都市・生活型公害 
 従来の産業に起因する公害ではなく、都市化の進展
や生活様式の多様化によって環境への負荷が高まる
ことにより生じる公害のこと。自動車の騒音や排ガス
による大気汚染、生活雑排水の流入による都市内河川
汚濁、近隣騒音、廃棄物の増加などがある。 
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【な行】 
二酸化硫黄 
 石炭や石油などの化石燃料の燃焼、硫酸の製造、金
属の精錬などの事業活動や、ディーゼル自動車の排気
ガスなどから発生する。二酸化硫黄は直接、あるいは
粉じんに吸着するなどして人体に入り、呼吸器系に影
響を与えたり、動植物や建物などにも被害を及ぼすこ
ともある。 
 
 
二酸化窒素 
 石油、ガスなどの燃料の燃焼にともなって発生し、
工場、自動車などが主な発生源である。人の呼吸器系
に影響を与えるだけでなく、光化学反応により光化学
オキシダントを生成する原因物質のひとつとなる。 
 
 
【は行】 
廃棄物処理法 
 この法律は、廃棄物の排出を抑制するとともに、廃
棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分な
どの処理をし、同時に生活環境を清潔にすることによ
り、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを
目的としている。平成 12 年６月の改正では、廃棄物
について適正な処理体制を整備し、不適正な処理を防
止するため、国における基本方針の策定、都道府県廃
棄物処理計画の策定、多量排出事業者の処理計画の策
定、廃棄物処理センター制度の見直し、廃棄物の適正
処理のための規制強化などが盛り込まれた。 
 
 
バリアフリー 
 高齢者や障害者などの生活や活動に不便な障害を
取り除くこと。階段に手すりを設置する、スロープを
設ける、通路の段差をなくすなどがあげられる。 
 
 
ｐＨ（水素イオン濃度指数） 
 溶液中の水素イオン濃度を示す尺度で、酸性、アル
カリ性の度合いを示す。pH７が中性、７より大きくな
るとアルカリ性、７未満が酸性となる。pH が 6.5～8.5
の範囲を出ると、河川の生産性が低下し、水処理にも
悪影響がでるといわれ、魚類や農作物に被害を与える
ようになる。 
 
 
BOD（生物化学的酸素要求量） 
 Biochemical Oxygen Demand の略。河川などの水の
汚れ度合いを示す数値で、水中の有機物などの汚染源
となる物質を微生物によって無機化あるいはガス化
するときに消費される酸素量を mg/L で表したもの。
数値が高いほど、水中の有機汚染物質の量が多い。 
 
 
ppm 
 ppm（parts per million の略）は、ごく微量の物
質の濃度や含有率を表すのに使われ、パーセント（％）
が百分の１の割合を指すのに対し、ppm は 100 万分の
１を意味する。 
 例えば、空気中１m３中に１cm３の物質が含まれてい
るような場合、あるいは水１㎏中に１㎎の物質が溶解
している場合、この物質の濃度を１ppm という。 

 
 
ビオトープ 
 生物を意味するBioと場所を意味するTopを合成し
たドイツ語で、「野生生物の生息空間」を意味する。
生態学的には「生物の生息に必要な最小単位の空間の
こと」とされている。一般にはトンボ池などある程度
のまとまりのある生息地としてやや緩やかに使われ、
さらに地域的な広がりをもつ生息空間などとして幅
広く使われることもあり、郊外から都市にかけての水
辺、湿地、草地から森林にいたるまでの水と緑を結ぶ
ネットワーク化までを考慮した概念である。 
 
 
人にやさしい街づくり基本計画 
 本市が策定した計画で、子ども、老人、障害者など
のすべての人が、公共施設や店舗などを円滑に利用で
きるまちづくりを推進するための基本方針などを定
めた計画。 
 
 
非木材紙 
 木材以外の植物繊維を原料とする紙で、ケナフ、タ
ケ、バガスが代表的。森林資源を保護する目的で、近
年注目されている。ケナフはアオイ科の一年草で、木
材ほど年間の供給量が安定しないが、単位面積当たり
の収穫量が木材よりも多く、代替パルプとして注目さ
れている。サトウキビの絞りかすを原料とするバガス
は、廃棄物の削減や資源の有効利用としても注目され
ている。 
 
 
浮遊粒子状物質 
 大気中に気体のように長期間浮遊しているばいじ
ん、粉じんなどの微粒子のうち粒径が 10 ミクロン
（1cm の 1000 分の１）以下のものをいう。 
 
 
フロン 
 正式にはクロロフルオロカーボンといい、炭化水素
にフッ素と塩素が結合した化合物の総称。極めて安定
な物質で、電子部品の洗浄剤、冷蔵庫などの冷媒、発
泡剤などに広く用いられている。大気中に放出される
と、オゾン層を破壊し、地上に到達する紫外線を増加
させるといわれている。 
 
 
ポケットパーク 
 快適な都市環境を確保するため、歩行者の休息や集
いの場となるとともに、良好な都市景観のひとつとな
るような小広場のこと。 
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【ま行】 
マニフェスト 
 産業廃棄物による環境汚染や不法投棄の防止など
のため、産業廃棄物の名称、数量、性状、運搬業者名、
処分業者名、取り扱い上の注意などを記載した産業廃
棄物管理票。 
 また、マニフェストシステムとは事業者が発生させ
た産業廃棄物の運搬や処理を産業廃棄物処理業者に
委託する場合に、マニフェストとともに廃棄物の処理
と報告を行うことを義務づけた制度のこと。廃棄物処
理工程が記録されることにより、不適正処理や不法投
棄を防ぐことを目的としている。 
 
 
【や行】 
有機塩素系化合物 
 有機塩素系化合物は、一般に炭素と塩素が直接結合
した有機化合物のことをいい、一般的には生物分解が
困難であり、水にあまり溶けず、油に溶けやすいため、
動植物の体内に蓄積されやすいことが知られている。
主に金属、機械部品などの脱脂洗浄剤やドライクリー
ニング用の洗浄剤として使用されているトリクロロ
エチレン、テトラクロロエチレン、1,1,1－トリクロ
ロエタンなどがある。 
 
 
容器包装リサイクル法 
 「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進など
に関する法律」のことであり、平成７年 (1995 年)に
公布され、平成９年 (1997 年)に改正された法律。平
成 12 年 (2000 年)に全面施行された。 
 増大する一般廃棄物のなかで、相当部分を占めてい
る容器包装について、再生資源としての利用を図るた
めに市民（排出抑制）、事業者（再商品化などの促進）、
行政（分別収集の実施）それぞれの役割を示し、さま
ざまな規定を設けている。 
 
 
【ら行】 
リターナブルびん 
  洗って繰り返し使用できるびんのこと。一升びんや
ビールびんが代表的である。最近は減少の傾向にあり、
一回限りの使用を予定してつくられるワンウェイび
んの生産が増加している。 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

江南市民憲章 
 

 わたしたちの江南市は、木曽の清流にはぐくまれた広やかな濃尾平野の北部
にあり、伝統にかがやく産業と文化のまちです。 

 わたしたちは、この江南市を愛し、市民であることに誇りと責任をもってい
ます。 

 このまちを、さらに明るく住みよい豊かなまちへの願いをこめてこの憲章を
定めます。 

 私たち、江南市民は、 
 

１．自然を愛し、美しいまちにしましょう 

１．心のかよう、温かいまちにしましょう 

１．健康につとめ、明るい豊かなまちにしましょう 

１．きまりを守り、住みよいまちにしましょう 

１．教養を深め、文化の高いまちにしましょう 
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